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総務企画常任委員会 

 

令和２年１１月２７日（金曜日）午前１１時３０分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 佐 藤 一 則  副 委 員 長 星 野 健 二  

委 員 平 山   武  委 員 大 野 恭 男  

委 員 櫻 田 貴 久  委 員 伊 藤 豊 美  

委 員 齋 藤 寿 一  委 員 金 子 哲 也  

委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 飯 泉 祐 司    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

    ⑴１２月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１１時３０分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、改めましてこんにちは。 

  ただいまは本会議ということで、大変お疲れさ

までした。 

  ただいまから総務企画常任委員会を開会いたし

ます。 

○佐藤委員長 協議事項はお手元に配付の次第のと

おりであります。 

  委員各位におかれましては、円滑な進行への御

協力をお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○佐藤委員長 それでは次第３、協議事項に入りま

す。 

  初めに、12月定例会における委員会の運営につ

いてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

○飯泉書記 すみません、私のほうから説明させて

いただきます。 

  今飛ばさせていただきました資料１に基づきま

して御説明のほうをさせていただきます。 

  今回の12月議会におきまして総務企画常任委員

会のほうに付託されました案件のほうは、こちら

のほうになってございます。 

  債権管理条例の制定について、税条例、都市計

画税、国民健康保険税条例の一部改正について、

あと公的法人への職員派遣に関する条例の一部改

正について、また、公の施設の指定管理者の指定

についてという案件になってございます。 

  また、予算常任委員会の第一分科会としまして

は、議案としましては４件になります。 

  一般会計の補正予算、国民健康保険税の補正予

算、後期高齢者医療保険特別会計補正予算、あと

温泉事業特別会計の補正予算のほうになってござ

います。 

  こちらに基づきまして、すみません、私のほう

で委員会の日程案のほうをつくらせていただいて

おります。 

  今お配りをさせていただきました。 

  こちら、議運のほうで12月７日、１日で審議と

いうことで決定しております。 

  10時から開催させていただきまして、まず塩原

支所、こちらのほうの案件といたしまして先ほど

の公の施設の指定管理者の指定について、予算の

常任委員会としまして一般会計と温泉会計ござい

ます。 

  その後、西那須野支所の案件入りまして、総務

税務課のほうの一般会計補正予算の審議になりま

す。 

  その後、総務部のほうになりまして、条例案件

１件と予算、財政課さんのほうで条例案件の改正

１本と補正予算、課税課のほうで税条例の改正３

本と補正予算のほう３本という形で審議になりま

す。 

  またその後、企画部のほうの案件としまして、

補正予算の関係が企画政策課と駅周辺整備室のほ

うでございます。 

  また、選挙管理委員会のほうで補正予算のほう

ございまして、閉会というような流れで考えてご

ざいます。 

  資料のほう戻らせていただきまして、すみませ

ん、今ちょっと飛ばします。 

  その他というところになりますが、９月議会か

らの継続ということで、委員会のほうの注意事項

といいますか、説明させていただきます。 

  まず、常任委員会については、また議場で行う
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形になって、かつインターネットの中継のほうを

行う形になります。 

  前回同様になりますが、インターネット配信さ

れてしまいますので、発言には御注意いただいて

というところでございます。 

  また、前回から変わりましたところで、委員会

の日のその他、意見等々聞いたりとかというとこ

ろになりますが、こちらについては暫時休憩中に

行うというふうに、前回同様させていただきます。 

  また、議場でやるという形になりますので、傍

聴の数、通常ですと30人入れるところではあるん

ですが、こちら半分の18人というふうに継続して

させていただきます。 

  また、前回と同じところで、委員会中における

委員からの意見、質疑、この２つについては明確

に分けてというふうなところでお願いできればと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  資料としては以上になります。 

  また、すみません、所管事務調査のほうになり

ます。 

  12月委員会のほうで所管事務、いかがされるか

というところを御審議いただければと思います。 

  なお、委員長のほうから、自治会の関係で市民

協働推進課のほうに、自治会の関係の説明を求め

るということで、所管事務調査を行いたいという

ふうなことで事前にご意見のほうをいただいてご

ざいます。 

  一応、担当課のほうには、そちらの旨だけ伝え

させていただいておりますので、行うかどうか、

あと日程等々について御意見いただければと思い

ますので、よろしく御審議いただければと思いま

す。 

  私のほうからは以上になります。 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、委員の皆さんから何

か御質問、御意見等はございますか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 では、提案のとおり、予算常任委員

会の審査については事務局の説明のとおりという

ことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃ、そのように決定いたしますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

  あと、所管の事務調査についてなんですけれど

も、これについては、年当初、各常任委員会でそ

れぞれの課題を出して、当委員会では何をやるか

と思っていたんですけれども、自治会の加入率を

どうするかということと、あとは男女協働参画に

おいて、女性の参加をどうするかということで、

それにつきましては、出向いて自治会長会と、あ

と、金子さんの紹介にありました男女協働参画の

ということで、それについてはコロナの対策でで

きなかったという経緯がありまして、最終的にこ

れを今年度中にまとめるということで、今まで活

動をやってきたものについて、ちょっと資料が足

りないということで、所管課のほうから説明をい

ただきまして、今後どのように取りまとめるかと

いうことで提案したところであります。 

  これについて、皆さんのほうから御意見ありま

したら。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 じゃ、これについては、時間的には

半日程度で済むと思うんですけれども、やるとい

うことでよろしいですかね。 

  所管課のほうには、急に行ってもできないので、

先ほど事務局のほうから説明があったとおり、こ

ちらの日程に合わせてできるということでござい

ます。 

  そうすると、あと、日程調整ということでよろ
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しいですかね。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 今回の常任委員会は３日間というこ

とでありまして、     については７日、８

日、９日は別な委員会でやるということなんです

けれども……。 

○齋藤委員 ７日、うちじゃない。うちじゃないん

だっけ。 

○佐藤委員長 ７日です。７、８、９のうち……。 

○齋藤委員 福祉教育。 

○佐藤委員長 福祉教育……。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 ８日が福祉教育で、９日が建設経済

です。申し訳ございません。 

  そういう日程になっておりますので、７日はち

ょっと当然時間的に無理だと思うんですけれども、

皆さんの御意見をいただければと思います。 

〔「続けて」と言う人あり〕 

○櫻田委員 それは所管課に聞くの、自治会の現状

を。今年度。そういう話なんですか。 

○佐藤委員長 そうです。 

  現状、自治会長会のほうには、こういう状況で

行けない状況なので、こういういくつの自治会が

あって、例えば加入率がどのぐらいになっている

かとか、課題は何かという、その辺からいかない

と、いきなり、一番いいのは、自治会長会のほう

に行ければいいんでしょうけれども、いかんせん

コロナの問題で、ちょっと今のところできないと

いうことであります。 

  その前段でどうなっているかというんで、その

次に、自治会長会のほうにいい事例が多分あると

思うんですけれども、加入率が高い、で、それは

次の段階で、今回は時間的に、ここに行ってとい

うのは難しいのではないかということで、前段に

所管しているところの現状と、現在のものを把握

できればという、そういう形での事務調査という

ことで考えております。 

○櫻田委員 今、こういう時代なんで、ペーパーで

いいんじゃねえけ。 

  どうなんですか、今、自治会はこういう感じで

すよで、あれだったら。 

  例えば、自治会長さん呼んで話すると別だと思

うけれども、その前段は、別にペーパーでいいん

じゃね。 

○佐藤委員長 ペーパーでよければ……。 

○櫻田委員 現状を知るだけ。みんな集まって話す

る…あんのけ。 

○平山委員 加入率だけじゃなくて、例えば自治会

の考え方とか、そういうのも多少執行部に聞いて

もいいんですか。 

○佐藤委員長 それはもちろんだけれども。 

○平山委員 基本的な。 

  そして、自治会と会えるかどうか分からないけ

れども、自治会の考えと、どうなっているのか、

その辺も市でどのぐらい把握しているか。 

○佐藤委員長 そうですね。その辺は。 

○平山委員 その辺まできちっと聞くということで。 

  ただ加入率だけだったら、必要ないので。 

○佐藤委員長 所管課で、こういう形で。 

○平山委員 質問やるよと。大事なところだから。 

○佐藤委員長 自治会とのやり取りがどんなふうに

なされているかという、その辺だと書面ではちょ

っと厳しいのかなと。 

○平山委員 市の考え方も、そうですね。 

○佐藤委員長 今まで、どういう形で自治会とのや

り取りがあったかというのは、そういうことも聞

けるとは思うんですけれども。 

  金子委員。 

○金子委員 ただ数字だけで終わりそうな感じする

んで、それだったらあまり意味がないのかなとい
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う気もするんだよね。 

  だから、やはり、もう本気になって、どういう

ふうにするんだというあれになるんなら、話し合

いになるけれども。 

○佐藤委員長 それについては、所管課の考え等が

あると思うんで、それも書面で全部、前もって出

していただくということにするんですか。 

  何を聞きたいかというので。 

○櫻田委員 結局、生の声聞きたかったんじゃねえ

け。当初の、最初の頃の話は。 

○佐藤委員長 もちろん、最初の時はそうなんです

けれども。 

○櫻田委員 ただ、今、コロナ禍でというあれなん

で、果たして……。リモートでやったらいいんじ

ゃないの。自治会の人はどうなんだとか、分から

ないか。 

○佐藤委員長 そうですね。その辺は。 

○櫻田委員 別室に呼んでやるんだよ。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 議会の議員は、みんな一般質問すると

きに、執行部に質問するわけですから、要するに、

執行部がどういう対応をして、その自治会をどう

したいのかということを聞くんであれば、執行部

に聞いてもいいし、極論言うと、現地に出前講座

でもして、自治会の加入率が悪いのは何だという

意見交換でもするんであれば、自治会に行って話

をすればいいということで、この２通りあると思

うんですよ。 

  ですから、皆さん、自治会というのは、西那須

野地区から比べれば、大きいのと小さいのという

のが極端に違うよという、そういうものをどうい

うもので整合性を持ってやって、自治会を維持し

ていくのかとか、また、自治会の加入率が悪いの

は何か要因があるのかという、議員の皆さん、み

んな質問するときは執行部にしか質問できないわ

けですから、そういったものを拾ってやるんであ

れば、私は執行部と意見交換の中で、そういった

議論を詰めていくのも大事と思いますが、現況行

って、それぞれ皆さんの自治会行ってみて、なぜ

加入率が悪いのかなんてのは、みんな知っている

と思うんですよ。 

  ですから、そんないい事例みたいな自治連合協

会団体で、各地域の自治会加入率のいいところ行

って、視察を行っているのは確かなんで、そうい

ったものの意見でも聴くんであれば、自治会の自

治会長さんと聞いてもいいでしょうけれども、い

かんせん温度差があり過ぎるか。 

  もう、こんなもの、誰も皆知っているわけだ、

自分の自治会とほかの自治体。 

  そういったものを、どういうふうなもので那須

塩原市を運営していくんだというのを聞くんであ

れば、私はその執行部の担当者と意見交換してみ

るのもやぶさかでないと。 

  ただ数値聞いて、何パーセント、今六十何パー

セント、誰だって聞いて分かってんのに、そんな

加入率でどうのこうのと言うんであれば、委員長

主導であれ聞いてもらって、どういうふうな体制

が望ましいのかというのを議論するんであれば、

執行部としっかりと、まず最初にやって、課題を

見つけ出していくものであれば、私は執行部と議

論してもいいと思いますけれども。 

○佐藤委員長 まさしく中村委員から言ったとおり

でありまして、私の説明不足でありまして、その

現状把握と、もとはそれが、そこから行かないと

できないということで、そこまでのものは申入れ

してありますので、それは十分可能だと思います。 

  まさに、それをやらないと、ただ現状を聞いた

だけでは、紙ベースで出してもらってという、そ

れで済んじゃうと思うんですが、やはり、その先
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に進むのには、中村委員が言ったとおりなことで

進めていければということで、提案したところで

あります。 

  そのほかに。 

○平山委員 私も、それなら賛成です。ぜひやるべ

きだと思います。 

○佐藤委員長 やはり、現状把握だけで、本当に紙

ベースで出してもらって、櫻田委員の言うとおり

でありますので。 

  そのほか、御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 なければ、そういう形で進めるとい

うことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ありがとうございます。 

  そうすると、先ほど、順番逆になったかもしれ

ませんから、日程のほう。 

○齋藤委員 ８日にやっちゃいましょう。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 ８日の午前中。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 じゃ、８日の10時ということで。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 その辺は、自治会の歴史が、那須塩

原市と旧黒磯では全然違うので、規模も違うし、

考え方も物すごく違うと思うので、その辺も聞け

るかと思いますので、じゃ、そういう形でやらせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

〔発言する人あり〕 

○飯泉書記 では、所管課のほうにお伝えさせてい

ただきます。 

  後ほど中村委員さんのほうからお話ありました

とおり、先進事例、そちらのほう、特に御準備い

ただければということで、伝えさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 じゃ、決定したとおり、よろしくお

願いいたします。 

  そのほか、皆さんのほうから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、⑴の12月定例会における

委員会の運営についてを閉じますので、よろしく

お願いします。 

  ⑵のその他に入ります。 

  皆さんのほうから、何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ありませんか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 なければ、事務局のほうから何かご

ざいますか。 

○飯泉書記 すみません、こちらのその他としては

ございません。 

○佐藤委員長 それでは、協議事項は以上で終了い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 大きな４のその他で、皆さんのほう

から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 事務局からございましたら。 

○飯泉書記 私のほうから、すみません、２点と、

あと、日程について、ちょっと御説明させていた

だきます。 

  まず１点なんですが、会期中のお昼のほうにな

ります。 

  まだお昼代をお支払いいただけない方、帰りに

お支払いいただければと思います。 

  また、注文されている方なんですが、先ほど申

し上げましたとおり、こちら、総務の委員会につ



－7－ 

きましては、７日に委員会がありまして、８日に

今、所管事務調査ということだったんですが、９

日注文されている方がいらっしゃるようなので、

ちょっとそちら御確認いただいて、場合によって

はキャンセルしていただいたほうがよろしいかと

思いますので、御確認いただければと思います。 

  また、すみません、２点目になるんですが、現

在、報酬のほうから積み立てていただいています

お金のほうになります。 

  積立てのほうなんですが、一応、こちら３月議

会で返金を考えておりますので、１月で終了にな

ります。そこで止めさせていただきまして、３月

議会の初日に返金したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  この後のスケジュール的なところなんですが、

まず、討論の通告書の締めなんですが、こちらが

10日木曜日５時までとなっておりますので、討論

を考えていらっしゃる方はお願いいたします。 

  11日、14日、15日につきましては、議事整理の

ために休会とさせていただきまして、16日の水曜

日に10時から予算常任委員会の全体会、今回303

会議室のほうで行う形になります。 

  16につきましては、これが終わりました後、議

員全員協議会のほうございますので、議場のほう

で行う形になって、17日木曜日が最終日となるよ

うな予定になってございます。 

  また、本日なんですが、この後、この後という

かお昼食べてからになるかと思うんですが、正副

委員長会議、あと、広聴広報特別委員会のほうが

その後ありますので、よろしくお願いいたします。 

  また、30日には、本会議の終了後に議会活性化

の検討委員会がございますところで、各会議につ

きましては、委員になられている議員の方は御参

集をお願いいたしますというところです。 

  また、そのほかの委員会、開催になる場合があ

りますので、そちらにつきましては御連絡をさせ

ていただきます。 

  以上、御連絡になります。よろしくお願いいた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 以上をもちまして、本日の総務常任

委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時５１分 
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市 民 税 係 長 杉  本     功   
国民健康保険
税 係 長 
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－10－ 
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  ３．審査事項 

   〔塩原支所〕 

    ・塩原支所長挨拶 

   〔産業観光建設課〕 

    ・議案第１１８号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第９６号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

    ・議案第１００号 令和２年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第２号） 
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    ・議案第９６号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 
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   〔財政課〕 

    ・議案第１０４号 那須塩原市債権管理条例の制定について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第９６号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

   〔課税課〕 

    ・議案第１０６号 那須塩原市税条例の一部改正について 

    ・議案第１０７号 那須塩原市都市計画税条例の一部改正について 

    ・議案第１０８号 那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第９６号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

    ・議案第９７号 令和２年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

    ・議案第９８号 令和２年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

   〔企画部〕 

    ・企画部長挨拶 

   〔企画政策課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第９６号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

   〔那須塩原駅周辺整備室〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 
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   〔選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・固定資産評価委員会・公平委員会〕 

    ・選挙管理委員会事務局長挨拶 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第９６号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから12月定例会の総務企画常任委員会

及び予算常任委員会（第一分科会）を開会いたし

ます。 

  審査の日程及び審査順はお手元に配付の次第の

とおりとします。 

  今定例会におきまして当常任委員会に付託され

た案件は、条例の一部改正案件５件、指定管理者

の指定案件１件でございます。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、補正予算案件４件であります。 

  これら予算に関する案件につきましては、関係

所管課のところで随時分科会に切り替えて審査を

行います。 

  議案審査において討議すべき点がございました

ら申し出てください。暫時休憩中に議員間討議を

行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに、円滑な進行への御協力をお願い申し上げま

す。 

  それでは、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○佐藤委員長 まずは塩原支所から順次審査を進め

てまいります。 

  初めに、八木沢支所長から御挨拶をお願いしま

す。 

  所長。 

○八木沢塩原支所長 （挨拶） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから産業観光建設課の審議

に入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１８号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第118号 公の施設

の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  君島課長。 

○君島産業観光建設課長 （議案第118号について

説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 討議すべき点はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  議案第118号 公の施設の指定管理者の指定に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、議案第118号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで、総務企画常任委員会を予算

常任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第96号 令和２年度那須

塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  君島課長。 

○君島産業観光建設課長 （議案第96号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 議案第96号 令和２年度那須塩原市

一般会計補正予算（第８号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１００号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第100号 令和２年

度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  君島課長。 

○君島産業観光建設課長 （議案第100号について

説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  議案第100号 令和２年度那須塩原市温泉事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第100号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  産業観光建設課所管の審査事項は以上となりま
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す。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○佐藤委員長 これより西那須野支所の審査に入り

ます。 

  初めに、久留生支所長から御挨拶をお願いしま

す。 

  所長。 

○久留生西那須野支所長 （挨拶） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから総務税務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  総務税務課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第96号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  齋藤課長。 

○齋藤総務税務課長 （議案第96号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 コロナ禍において事務量が増えたとい

う説明をいただきましたが、大体どのぐらい増え

たのか。 

○佐藤委員長 齋藤課長。 

○齋藤総務税務課長 このコロナ関連での資料等の

印刷が増えたということなんですね。枚数でいい

ますと、上半期でいいますと３万枚ぐらい印刷が

増えたということなんですね。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  総務税務課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２８分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 

○佐藤委員長 これより総務部の審査に入ります。 

  初めに、石塚総務部長から御挨拶をお願いしま

す。 

  石塚部長。 

○石塚総務部長 （挨拶） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから総務課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０９号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第109号 那須塩原

市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  五十嵐課長。 

○五十嵐総務課長 （議案109号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 観光局に配属するということなんです

が、非常に専門職が問われるところだと思うんで

す。本市としては適材適所に配置すると、そうい

う人事案件とかを質問するとそういう答弁をいた

だくんですが、この観光局に配属するような人と

いうのは、新たに雇うのか、職員の中からなのか

という部分と、どういった人間を今後、派遣とい

うかそういう人に任せるというか、どういう形で

決めるのか。その辺、お聞きしたいと思います。 

○佐藤委員長 五十嵐課長。 

○五十嵐総務課長 現在考えておりますのは、職員

の中から派遣をするということでございますが、

誰をというのは今後担当課と協議しながら進めて

まいりたいというふうに考えております。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 担当課というのは、産業観光課ですか、

それとも観光局ですか。 

○佐藤委員長 五十嵐課長。 

○五十嵐総務課長 商工観光課になります。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 過去に商工観光課で観光なんですけれ
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ども、適材適所で配置した割には、間もなく病気

になっちゃってとかという課なんですよね。確か

に仕事量も大変だと思うのですが、そういうとこ

ろなんかは、そういう事実を分かった上でそうい

ったすばらしい人材を配属するという認識でよろ

しいんでしょうか。 

○佐藤委員長 五十嵐課長。 

○五十嵐総務課長 最善を努めたいと思っておりま

す。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、基本的に810人の総数

は変わらず、810人の中でやりくりをするという

認識でよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 五十嵐課長。 

○五十嵐総務課長 職員定数の中でやりくりをする

ことになります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第109号 那須塩原市公益的法人等への職

員の派遣等に関する条例の一部改正については、

原案のとおり可決すべきものとすることに異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第109号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで、総務企画常任委員会を予算

常任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第96号 令和２年度那須

塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  五十嵐課長。 

○五十嵐総務課長 （議案第96号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 補正予算執行計画の中の先ほど説明い

ただいたページ、４ページ、この間、質疑にも出

ていたんですが、防災対策費の中で配信局５か所、

今説明いただいたようにラジオ的なものを5,000

台購入するということなんですよね。今まで塩原

地区にあった防災無線は、これに切り替わるとい

う認識でよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 関谷副主幹、お願いします。 

○関谷副主幹 現在、塩原で運用しておりますアナ

ログ式の防災行政無線につきましては、本システ

ムが稼働しましたらば廃止という形で、入れ替わ
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るというような形になります。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、この予算書とはちょっと

ずれるかも分からないんですが、今、塩原地区の

防災無線がこれによって切り替わるというところ

で、そうすると、そこに立っていたスピーカー等、

そういう附属というか機器はどのように処理され

ていくのでしょうか。 

○佐藤委員長 関谷副主幹。 

○関谷副主幹 既存の基地局、それから屋外スピー

カー等につきましては、新たなシステムが運用開

始になりましたらば、令和４年度をめどに解体撤

去を行う予定となっております。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 了解しました。またそのときに質疑し

ようと思いますけれども。 

  あと、先ほど129万2,000円の１割負担の部分の

ところが増額になってきたというところなんです

が、これは今現在、どの場所なんでしょうか。 

○佐藤委員長 関谷副主幹。 

○関谷副主幹 塩原の上塩原地区の塚原という地区

でのり面の保護工事、既に工事のほうは完了して

いますが、場所はそちらになります。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 多分一度、何年だ、豪雨によって急傾

斜地が崩れた部分をやりましたよね、一回。県の

ほうで。それがまた補強したというところなんで

しょうけれども、これでもう完全に出し部という

認識でいいんですかね。 

○佐藤委員長 関谷副主幹。 

○関谷副主幹 お見込みのとおり、一度工事をしま

したその隣接の急傾斜地に小規模の崩落の形跡が

確認されたことによりまして、緊急でのり面のほ

うを工事を実施した部分になります。 

  一応これによりまして、危険なのり面につきま

しては、ほぼ工事が完成すると見込んでおります

が、一部まだ施工されていないところもあるんで

すけれども、こちらは毎年度、危険箇所の点検を

実施してまいりますので、その中でまた新たに危

険が発見されれば同じような工事を施工していく

ものと考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから財政課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第104号 那須塩原

市債権管理条例の制定についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○村松財政課長 （議案104号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 それでは、今、説明をいただきました

けれども、「第７条の６項に、市長がやむを得な

い場合には、これに認める場合においては第１項

の」という文言があるわけなんですけれども、市

長がやむを得なく認める理由というのは、どのよ

うなことが考えられるんでしょうか。 

○佐藤委員長 印南係長。 

○印南財政係長 市長がというところでございます

けれども、ただいま条例の次に規則というものを

設けさせていただきまして、規則の第５条のほう

に定めさせていただいているところでございます。

例えばですけれども、災害とか病気、死亡、生活

困窮、失業等々というような内容を定めさせてい

ただいて、対応したいというふうに考えてござい

ます。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 それに関しましては了解いたしました。 

  今回、債権等、私債権にきちっと条例を制定す

るというところだということで今回上がってきた

わけなんですけれども、私債権に関して若干もう

少し説明をいただけますでしょうか。 

  多分、民法と商法の規定によって、１年から10

年の余裕があるというようなところなんですけれ

ども、その辺でちょっとまだ御説明があれば、ち

ょっとしていただければ。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 私債権ということでございますが、

私債権は契約によることが原因で発生する債権と

いうふうになってございまして、主なものといた

しましては、公営住宅の使用料ですとか水道料金、

それから学校の給食費など、そういったものがご

ざいます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 自分の知る限りなんですけれども、債

務者による時効の援用というのが消滅していくわ

けなんですけれども、その部分で、援用されなけ

れば消滅というのはあり得ないということの認識

でいいんですかね、この部分で。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 おっしゃるとおりでございまして、

時効の援用がなければ消滅しないということでご
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理解いただいていいと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 この条例を制定することによって、制

定する前と後でどのぐらい変わるかという部分と、

この条例ができる前の今までは公平性がまるっき

り保てなかったのか、その公平性という部分の解

釈をちょっと説明していただければと思います。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 どう変わるかというところでござ

いますが、これまでの債権の取扱いなんですけれ

ども、公債権につきましては法によって規定が定

められておりまして、それによって債権の放棄で

すとか不納欠損処分ですとかということを行って

いたんですけれども、私債権の場合はそういった

規定がこれまでなかったので、そこら辺のところ

の規定を条例によって定めて、統一的な運用をし

ていこうというようなことで今回策定するという

ことで、その辺が大きくちょっと変わるというと

ころになるかなと思います。 

  公平性の部分についてなんですけれども、債権

の放棄の方法がこれまでちょっと定めがなかった

というところでございまして、債権を放棄する場

合に議会の議決等が必要になっていたところがあ

ったんですね、私債権の場合は。公債権の場合は、

そういったことが必要なく放棄することが、不納

欠損処分がすることができたんですけれども、そ

ういったところを統一化することで、公平性には

寄与するというようなところになるかなと思いま

す。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 例えば今までも給食費なんかは、悪質

な感じのやつは裁判をしたりとかして回収できて

いたと思うんですよね。 

  今回こういう条例を制定することによって、そ

ういうことをもうせずに、せずにということはあ

れだと思うんですけれども、そういったことがな

く、もう債権は、何というんだろうな、たやすく

何か徴収できる仕組みになるんですかね。ちょっ

と解釈違うんですか。 

○佐藤委員長 印南係長。 

○印南財政係長 今までの回収方法と基本的には変

わることはございません。 

  今回、条例を制定することによって大きく変わ

りますのは、まず、時効の援用、もう時効になっ

たので私は納めませんよという意思表示がないと

消滅されなかったものが、今回この条例を定める

ことによりまして、そういった時効の援用、意思

表示がなくても消滅させることができるというの

が１点。 

  もう一点が、先ほど税の公平性という部分もご

ざいましたけれども、遅延損害金というもの、私

債権のほうに遅延損害金ということで、税でいう

延滞金ですね、と同じようなものを定めさせてい

ただきまして、私債権、給食費ですとかも滞納し

た場合に延滞金になるもの、遅延損害金という言

葉で徴収することを統一ルールとしたところ、こ

の２点が条例化することによって統一を図るとい

うことで、例えば裁判に訴えて徴収をするとか、

そういった手続が簡素化されるというようなもの

の条例ではないということでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 那須塩原市債権管理条例の制定

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第96号 令和２年度那須

塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  村松課長。 

○村松財政課長 （議案第96号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 １階の便座の修理の、便座の修理代は

いいんですけれども、例えば割れたと今説明あり

ましたけれども、故意的に割ったのか、それとも、

何というんですか、やむを得ず割れたのか。普通、

便器が割れるなんて考えられないじゃないですか。

その辺、説明していただきたいと思います。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 申し訳ないんですが、いつ、どう

いった方が割ったかはちょっと分からないんです

けれども、意図的に割られたものではないんだと

思います。座って割れちゃったんだと思うんです

けれども、そういうふうな形で割れたんじゃない

かなということでございます。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 通常、常識的に考えればメーカーに、

原因が分からなければね。１階だから市民の人も

使うんでしょうけれども、普通だと割れたら、普

通の人だったら、すみません、便器割っちゃった

のでと言うと思うんですけれども、そういったこ

とがなく、もし故意的に割ったら、それは弁償だ

よね、普通だったら。 

  だけれども、もしそれが原因が分からなかった

ら、通常だったら本庁舎の便器とか那須塩原で使

っている便座、全部点検しなくちゃ駄目なんじゃ

ないのかとかという話に行くんじゃないですか、

これ。13万ぐらいの修理は別にいいですけれども、

共用部分の便器を何か所有する那須塩原としては、

やっぱり見逃せないことだと思うんですけれども、

どうですか、その辺は。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 議員おっしゃるとおりでございま

すが、まず、御報告につきましてはなかったとい

うのが現状でございまして、１階の担当職員のほ

うから御報告があって、座ったところ、お尻が割

れているので挟まるということで、痛いというよ

うなことで報告があったところなんですけれども、
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割った方も気がついたのか気がつかないのか、ち

ょっと分からないんですけれども、とにかく報告

はなかったと。 

  その後の点検なんですけれども、一応、壊れた

便座、おトイレの室内、男女１階のトイレなんで

すけれども、そちらにつきましては、壊れたとき

にも１回見ていますし、その後、清掃の中でも点

検をするようにしておりますので、そういった形

でその後ほかに破損がないかということは調べて

あります。 

  ちょっと何分、物自体も古くなっているような

ところもありますので、実際に割ったときにどの

ぐらいの音がしたとか、本人が便器の中にちょっ

と落ちかけたのかどうか、そこら辺までは分から

ないんですけれども、気がつかなかったので報告

がなかったのかなというふうには、うちのほうと

しては思っているんですけれども、そんな状況で

ございます。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 参考までに、使っていた便器はどこ製

ですか。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 申し訳ありません。ちょっと製造

元までは分からないんですが、メーカーは国産の

メーカーなんではないかなというところでござい

ます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 じゃ、ちょっとついでに。 

  今の便座の件……、いいのかな、座っていて。 

○佐藤委員長 座ってでいいです。 

○金子委員 便座の件なんですけれども、これ13万

4,000円、これすごい値段なんですよね。普通、

便座取替えだったら、もうそれこそ３倍、４倍、

５倍もするような値段であるし、ちゃんと管理が

できているのかなという感じがするんですけれど

も、その辺は特別な便座を取り付けたのかどうか

をちょっとお伺いします。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 お値段についてということなんで

すが、普通の座るだけの便座ではなくて、温水の

便座自体も温まるような便座になっておりますの

で、このぐらいのお値段ということでございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 当然、今はウオシュレットの便座とい

うことが普通になってきているけれども、いや、

そのウオシュレットの便座で３倍、４倍、５倍ぐ

らいの値段だなと思って今、私もしょっちゅう取

替えのあれをやっているものですから、何か特殊

なあれはあるんだろうけれども、こういうのもや

っぱりちゃんと管理しているのかどうか、ちょっ

と不審に思ったものですから、管理するようによ

ろしくお願いします。 

○佐藤委員長 村松課長。 

○村松財政課長 ありがとうございます。見積りに

よるところはこの値段というところなんですけれ

ども、この執行、入札等において、見積り等にお

いて適正に管理していきたいと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  財政課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３４分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎課税課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから課税課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０６号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第106号 那須塩原

市税条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  相馬課長。 

○相馬課税課長 （議案第106号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第106号 那須塩原市税条例の一部改正に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第106号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０７号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第107号 那須塩原市都

市計画税条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  相馬課長。 

○相馬課税課長 （議案107号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第107号 那須塩原市都市計画税条例の一

部改正については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第107号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０８号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第108号 那須塩原市国

民健康保険税条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  相馬課長。 

○相馬課税課長 （議案第108号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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し、これより採決いたします。 

  議案第108号 那須塩原市国民健康保険税条例

の一部改正については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第108号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第96号 令和２年度那須

塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  相馬課長。 

○相馬課税課長 （議案第96号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 それでは、１ページの、今回、入湯税

の減額というところで1,053万3,000円というもの

が載ってきましたけれども、これに関しては、先

ほど説明があったように、９月議会に上程された

修正案で、各区分によって50円プラス、100円プ

ラス、現行どおりの200円プラスというところで

算出してきたんだというふうに当然思うんですけ

れども、これに関しての算出は、前年度か、それ

とも２年、３年、平均を取った部分の算出でこの

計算の減額を図ってきたのかお伺いします。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬課税課長 宿泊者数につきましては、９月議

会のときもお話しさせてきました年間おおむね40

万人ということで、月に換算いたしまして３万

4,000人、これについては変更してございません。

これは、一律で当初200円でということで計算さ

せてきました。この宿泊人数については変更しな

い上で、宿泊料金の区分で、１万円以下と１万１

円以上、２万１円以上というところで、そこに宿

泊料金の区分に応じた宿泊者数の割合というもの

を出させていただきました……少々お時間を下さ

い。 

  すみません、１万円以下が、パーセントとしま

すと47.7％、１万１円以上２万円以下が22.9％、

２万１円以上が29.4％ということで試算させてい

ただきまして、ここに税率の50円、100円、200円

を掛けまして算出をしたところでございます。 

  説明は以上です。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 了解しました。 

  ただ人数的には、12月１日から実施をしている

わけですけれども、算出は前回同様３万4,000人

を想定して、今、言われる１万円までが47.7％、

１万１円から２万円までが22.9％、それ以上が

29.4％という割合で算出してきたということなん

ですが、今、東京都でいろいろ問題に出ています

けれども、ＧｏＴｏキャンペーンが非常に、板室

温泉、塩原温泉、結構いい感じで誘客が図られて

いると聞いているんです。本当に平日でも結構な

誘客が図られているという、観光客が訪れている

という部分では、多分なかなか難しい試算だとは

思うんですけれども、もしかすると結構ずれが生

じてきたりするんじゃないかなというふうに思う

んですが、その辺は全然大丈夫でしょうか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬課税課長 委員おっしゃるとおり、夏前まで
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の人数から比べますと、秋にかけてかなり戻って

きてございます。実数で申し上げますと、自炊と

宿泊がございますが、宿泊でお話しさせていただ

きますと、９月は前年とか比べると42％だったん

ですけれども、10月分につきましては69％という

ことで、去年の10月の宿泊が７万3,000人のとこ

ろ５万1,000人ということで回復をしてきている

ということで、おっしゃられたように３万4,000

人よりは超えてきているところもございます。 

  ただ、例年そうなんですけれども、11月までは

数字はある程度高いんですけれども、12月、１月、

２月のところは下がってまいりますので、この辺

でおおむね見込んでいるところに近づいてくるの

かなと思ってございます。 

  ただ、入湯税全体といたしましては、前年度と

比較しまして、去年の１年間と10月末までの数字

でいきますと29％、去年の10月分までと今年の10

月までの分を比較しましても42％というところで

ございますので、全体としては大変厳しいところ

でございますので、入湯税全体としては下がって

きてしまうのは間違いないということでございま

すので、そのような中で、歳入が確保できた中で

様々な事業について充当していくと、そういう形

で考えてございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 今、説明を受けて、そのとおりだと思

うんですけれども、当初ＧｏＴｏキャンペーンが

１月31日で終了するという国の施策であったわけ

でありますけれども、この間の発表では、５月の

連休までＧｏＴｏキャンペーンを実施していくん

じゃないかというところがあったので、この落ち

るであろう２月、３月が、もしかすると意外な伸

びを示すことが想定されるんじゃないかなという

ことで、今回、質疑をさせていただきましたけれ

ども。これは、当初の計算では１月31日のＧｏＴ

ｏ終了が延びてくるというところで想定はできな

かったと思うんですけれども、結果、分かりませ

んけれども。答弁はいいです。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する者なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９７号の説明、質疑、討

論、採決 
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○佐藤委員長 次に、議案第97号 令和２年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  相馬課長。 

○相馬課税課長 （議案第97号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第97号 令和２年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第５号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第97号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９８号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第98号 令和２年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  相馬課長。 

○相馬課税課長 （議案第98号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第98号 令和２年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第98号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  課税課所管の審査事項は以上となります。  

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時１１分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 

○佐藤委員長 これより企画部の審査に入ります。 

  初めに、小出部長から御挨拶をお願いします。 

  小出部長。 

○小出企画部長 （挨拶） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画政策課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから企画政策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  企画政策課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第96号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  松本課長。 

○松本企画政策課長 （議案第96号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 改めてなんですけれども、ふるさと納

税で、ある程度予定どおりの金額、例年どおり回

収したという、集めたという形なんですけれども、

返礼品も例年どおり牛がやっぱり一番人気だった

んですか。 

○佐藤委員長 松本課長。 

○松本企画政策課長 返礼品の状況ということかと

思いますが、例年、市内にありますカゴメの野菜

ジュースなどが件数としては多いところです。ま

た、あと金額といたしましては、塩原温泉の宿泊

券とかそういったところが多いところです。 

  ただ、今回コロナの影響等もありまして、宿泊

券のほうについては、なかなかちょっと例年どお

りというような状況にはないというのが実情でご

ざいます。 

  そのほか、産直の梨ですとか野菜ですとか、そ

ういったものはおおむね例年どおりかなというふ

うに考えております。 

○佐藤委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 ふるさと納税の目標が４億7,000万、

例年どおり集まりそうだというところなんですけ

れども、今、櫻田委員が返礼品のほうをお聞きし

ましたけれども、私のほうからは、ふるさと納税
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を納税してくださる方々が納税の目的の項目があ

りますよね。今回、コロナウイルスの感染対策と

いうか、そういうものにも使ってという項目が増

えたり、那須塩原温泉の景観に関する、伐採に関

する使用をしてくださいみたいな項目が増えてき

たんですが、その内訳って、多分コロナは相当、

９月の時点で4,000万以上集まったようなところ

があったので、現時点で項目ごとに大体分かりま

すでしょうか。 

○佐藤委員長 松本課長。 

○松本企画政策課長 項目ごとの充当先として寄附

者の方がどういったところを選ばれているかとい

うところかと思いますが、やはり一番多いのは、

今、齋藤議員から御指摘がありましたとおり、

「新型コロナウイルス感染症対策事業に充当して

ほしい」というところで、11月現在で１億円を超

える金額を御寄附いただいております。 

  次に多いのは、「事業に特に指定なし」という

ことで、市長にお任せというような形でこちらが

5,000万円程度、それから次に多いのが、「子育

て支援活動や環境の整備に関する基金に充当して

ほしい」ということで、こちら、せんだって所管

課、子ども未来部のほうでも事業の募集などをし

ていたかと思うんですが、そちらのほうがおおむ

ね1,400万円程度ということになっております。 

  ただいま事例に出ました塩原温泉渓谷の修景伐

採事業につきましては、今のところ11月現在で

300万円程度というような形になってございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  企画政策課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時２９分 

 

再開 午後 １時３４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎那須塩原駅周辺整備室の審査 

○佐藤委員長 ただいまから那須塩原駅周辺整備室

の審査に入ります。 
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  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  那須塩原駅周辺整備室については、総務企画常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会（第一分科会）に切り替え、審査を

行います。 

  

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第96号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  鈴木室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 （議案第96号につ

いて説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、何点か。 

  代表質問とか一般質問で、市長の答弁の中に、

在任期間中に建てる場所、あとは建てるか建てな

いかを決めるというような答弁を聞いたとは思う

んですが、今回、コロナ禍ではありますが、全て

のイベント等を鑑み、中止にしたりとか縮小した

りとか自粛したりとかしているとは思うんですが、

なぜこの時期に、どういう経緯でこの土地を買う

に至ったかを分かりやすく説明してください。 

○佐藤委員長 鈴木室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 一番大きな理由と

いたしましては、地権者との合意形成がなされた

というところが一番大きいかなと思っております。

これまで庁舎の基本構想ですとか様々の議決をい

ただきながら策定を進めておりまして、庁舎につ

きましてもいろいろ進めてきたところでございま

すが、今年度ようやく地権者の皆様との合意形成

ができたというところが一番大きいかなと思って

います。この機を逃しますと取得が難しくなると

いうのが想定されますので、この機にぜひ購入を

させていただきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 この購入予定地は、まあまあ前からこ

の場所を狙っていたという表現があって、適正な

のか、もう少しここの土地を、何で買うかという

のは、庁舎建てるんで分かるんですけれども、ど

うしてこういう、ここだったのかを、もうちょっ

と分かりやすく説明していただければと思います。 

○佐藤委員長 鈴木室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 委員おっしゃると

おりで、こちらにつきましては、基本構想の中で

何か所か想定させていただいて、いろいろ条件加

味した上で、ここの地理的な条件と、いろいろ審

査した上で、このスーパーブロックということで

お決めいただいたかと思いますので、そのあたり

の経緯から、こちらのスーパーブロックをという

ふうに考えていたところでございます。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 金額的には８億5,000万と、あと移転

費含めて１億5,000万の約10億程度の金額が提示

されているわけですが、この金額は恐らく適当、

あそこの場所に関しては適当だとは思うんですが、

当初予定の那須塩原駅周辺で、あと有識者会議の

人たちとのミーティング等が出てきたときに、庁

舎の建設というのは話に乗らない、話に出ない話

ではないと思うんですよね。 

  そういった場合に、この10億が高いか安いかで

はなくて、ここじゃないほかの土地なんかが候補
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に上ったことはなかったですか。 

○佐藤委員長 鈴木室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 有識者等の会議の

中でも、特段、別なポイントということがお話に

出てきたことはございません。 

○佐藤委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 10億の金額は、通常、相場的なのかも

分かりませんけれども、僕らが今度、市民の人に

説明するのに、結局、今コロナ禍じゃないですか。 

  今買わないと買えないみたいなような、今、答

弁でしたけれども、であれば、もうちょっと、何

となく、今回の流れだと、例えばＢＳの市役所の

移転の跡地の話も６月に出ましたよね。矢継ぎ早

に出ていて、本当に建てるのかなと、よく市民の

人に聞かれるんですが、これは、購入することは、

間違いなく市役所を建てるということでよろしい

んですよね。確認の意味で。 

○佐藤委員長 鈴木室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 はい。こちら、庁

舎の建設用地としまして購入させていただきたい

と考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  那須塩原駅周辺整備室の所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時４５分 

 

再開 午後 １時４８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎選挙管理委員会事務局・監査委

員事務局・固定資産評価委員

会・公平委員会の審査 

○佐藤委員長 これより選挙管理委員会事務局の審

査に入ります。 

  初めに、板橋局長から御挨拶をお願いします。 

  板橋局長。 

○板橋選挙管理委員会事務局長 （挨拶） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 



－31－ 

  ただいまから審査に入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  選挙管理委員会事務局については、総務企画常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会第一分科会に切り替え、審査を行い

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第96号 令和２年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  板橋局長。 

○板橋選挙管理委員会事務局長 （議案第96号につ

いて説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 この機械はプロパーなのか、もしくは

リースなのか。 

  それと、点検は車のように定期的に点検が決ま

っているのか、その辺をお伺いします。 

○佐藤委員長 板橋局長。 

○板橋選挙管理委員会事務局長 この機械は、まず、

リースということではなくて、備品として購入を

しているというところでございます。 

  それから、この保守点検につきましては、定期

的に点検をしているということでございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  選挙管理委員会事務局所管の審査事項は以上と

なります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 その他として、委員の皆さんから何

かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、私より、防災・減災、国

土強靭化に対する意見について説明を申し上げま

す。 

  現在、国において実施している防災・減災、国

土強靭化のための３か年緊急対策が今年度で終了

となります。 

  それを受けまして、栃木県では、国に防災・減

災、国土強靭化のための３か年緊急対策を引き続

き中長期的かつ明確な見通しの下、５か年間の計

画を策定し、必要な予算を安定的に別枠を確保す

る要望をしたいということを受けまして、過日、

先ほど事務局から説明があったようなことがあり

ましたので、説明といたします。 

  これにつきましては、具体的な意見書内容につ

いて事務局より説明をお願いをいたします。 

  飯泉事務局、お願いします。 

○飯泉書記 では、説明のほうをさせていただきま

す。 

  本文につきましては、サイドブックスで配付し

たとおりの内容になりまして、本年度までとなっ

ております防災・減災、国土強靭化のための３か

年計画、こちらに引き続きまして、中長期的な、

かつ明確な見通しの下、５か年の計画策定を求め

るものになっております。 

  なお、本意見書と同様の計画策定を求めます意

見書につきましては、多くの自治体のほうで採択

されておりまして、栃木県議会のほうでも上程さ

れる予定になっているというふうに聞いておりま

すほか、近隣の自治体でも大田原市などでは上程

予定というふうに聞き及んでいるところです。 

  本日、本意見書を提出する旨を決定しました場

合、12月11日に予定されております議会運営委員

会に諮りまして、議題としまして、発議として提

案しまして、16日の議員全員協議会を経まして、

12日最終日に上程する予定となります。 

  事務局のほうからは以上になります。 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 これにつきまして、異議がないよう

でしたら、防災・減災、国土強靭化に対する意見

書は原案のとおり発議として本会議に提出するこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、防災・減災、国土強靭化に対する意見

書については原案のとおり本会議に提出すること

と決しました。 

  ほかに、その他として委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 事務局から何かありますか。 

  事務局。 

○飯泉書記 明日の日程についてお知らせをさせて

いただきます。 

  明日ですが、午前10時から第１委員会室におき

まして所管事務調査のほうを行うということにな

ってございます。 

  皆様、お時間までにお集まりいただきますよう

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 



－33－ 

○佐藤委員長 それでは、次第４、その他を終了い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 以上で今定例会における委員会の議

事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようお願い

いたします。 

  これをもちまして総務企画常任委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時０４分 
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